
介
護
機
関
の

名
称

所
在
地

開
設
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種

類

指
定
年
月
日

有
限
会
社
佐

伯
ケ
ア
・
サ

ー
ビ
ス

佐
伯
市
大
手
町

三
―
四
―
三

有
限
会
社
佐

伯
ケ
ア
・
サ

ー
ビ
ス

佐
伯
市
大
手

町
三
―
四
―

三

訪
問
介
護
、
介

護
予
防
訪
問
介

護

平
二
八
・

四
・
一
七

ニ
コ
ニ
コ
訪

問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

豊
後
大
野
市
三

重
町
小
坂
四
一

一
〇
―
七

医
療
法
人
ニ

コ
ニ
コ
診
療

所

豊
後
大
野
市

三
重
町
小
坂

四
一
六
九
―

一

訪
問
看
護
、
介

護
予
防
訪
問
看

護

平
二
八
・
一
一
・
一
〇

は
ぴ
ね
別
府

亀
川

別
府
市
亀
川
中

央
町
一
〇
―
三

一

グ
リ
ー
ン
ラ

イ
フ
株
式
会

社

大
阪
府
吹
田

市
春
日
三
―

二
〇
―
八

特
定
施
設
入
居

者
生
活
介
護
、

介
護
予
防
特
定

施
設
入
居
者
生

活
介
護

平
二
八
・
一
二
・
二
六

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

介
護
機
関
の
名
称

所

在

地

変
更
年
月
日

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
あ
わ
や
三

重
営
業
所

介
護
シ
ョ
ッ
プ
あ
わ

や
豊
後
大
野
事
業
所

豊
後
大
野
市
三
重
町
内
田
九

八
〇
―
一

平
二
八
・

七
・

一

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
名
称
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
休
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧
（
七
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

地
域
森
林
計
画
の
樹
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

地
域
森
林
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
五

公

告

建
設
業
の
許
可
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
六
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作

成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
施
設
介
護
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
、
介
護
予
防
福
祉

用
具
又
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
介
護
機
関
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生

活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か

ら
そ
の
名
称
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
五
一
号

一
月
三
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



庄
内
町
訪
問
介
護
セ

ン
タ
ー
ほ
の
ぼ
の

由
布
市
社
会
福
祉
協

議
会
居
宅
介
護
支
援

事
業
所

由
布
市
庄
内
町
庄
内
原
三
六

五
―
一

平
二
八
・
一
〇
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

介
護
機
関
の
所
在
地

介
護
機
関
の
名
称

変
更
年
月
日

変
更
前

変
更
後

別
府
市
大
字
鶴
見
中

野
五
〇
〇
―
五
一

別
府
市
火
売
八
組
―

四

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
つ
ば
さ

平
二
八
・

九
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

介
護
機
関

の
名
称

所
在
地

開
設
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

休
止
サ
ー
ビ
ス

の
種
類

休
止
年
月
日

湯
布
院
事
務

所
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

由
布
市
湯
布
院

町
川
上
二
八
六

三

社
会
福
祉
法

人
由
布
市
社

会
福
祉
協
議

会

由
布
市
庄
内

町
庄
内
原
三

六
五
―
一

居
宅
介
護
支
援

平
二
八
・
一
〇
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

介
護
機
関

の
名
称

所
在
地

開
設
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

廃
止
サ
ー
ビ
ス

の
種
類

廃
止
年
月
日

有
限
会
社
佐

伯
ケ
ア
・
サ

ー
ビ
ス

佐
伯
市
東
町
四

―
一

有
限
会
社
佐

伯
ケ
ア
・
サ

ー
ビ
ス

佐
伯
市
東
町

四
―
一

訪
問
介
護
、
介

護
予
防
訪
問
介

護

平
二
八
・

四
・
一
六

ニ
コ
ニ
コ
訪

問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

豊
後
大
野
市
三

重
町
小
坂
四
一

六
九
―
一

医
療
法
人
ニ

コ
ニ
コ
診
療

所

豊
後
大
野
市

三
重
町
小
坂

四
一
六
九
―

一

訪
問
看
護
、
介

護
予
防
訪
問
看

護

平
二
八
・
一
一
・

九

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
年
月
日

種

類

題

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

平
二
九
・

一
・
二
〇

映

画

巨
乳
狩
人

幻
妖
の
微
笑

オ
ー
ピ
ー
映
画

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

桃
尻
娘
の
エ
ッ
チ
な
大
冒
険

オ
ー
ピ
ー
映
画

大
分
県
告
示
第
六
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生

活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か

ら
そ
の
所
在
地
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生

活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か

ら
サ
ー
ビ
ス
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生

活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か

ら
サ
ー
ビ
ス
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
六
号

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



〃

〃

絶
倫
不
倫

ギ
ン
ギ
ラ
ギ
ン
に
い
や
ら

し
く

新
東
宝
映
画

〃

〃

女
忍
者

潮
吹
き
忍
法
帖

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

悶
熟
‼

未
亡
人
サ
ロ
ン

新
東
宝
映
画

〃

〃

牝
猫
た
ち

日

活

〃

〃

ア
ン
チ
ポ
ル
ノ

日

活

〃

〃

ホ
ワ
イ
ト
リ
リ
ー

日

活

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
防
災
た
め
池
事
業

（
地
震
対
策
型
）

乙
見
溜
池
地

区

平
二
九
・

一
・
三
一
か
ら

平
二
九
・

二
・
二
〇
ま
で

臼
杵
市
役
所

野
津
庁
舎

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）

あ
ん
き
ょ

（
暗
渠
排
水
）

豊
後
大
野
西

部
二
期
地
区

平
二
九
・

一
・
三
一
か
ら

平
二
九
・

二
・
二
〇
ま
で

豊
後
大
野
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
危
険
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

（
た
め
池
整
備
）

兎
手
池
地
区

平
二
九
・

一
・
三
一
か
ら

平
二
九
・

二
・
二
〇
ま
で

国
東
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
六
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
臼
杵
市
大

字
乙
見
千
三
百
六
十
六
番
地
の
緒
形
隆
ほ
か
十
七
名
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定

し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
豊
後
大
野

市
清
川
町
臼
尾
四
百
四
十
三
番
地
の
羽
田
野
文
昭
ほ
か
十
七
名
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適

当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
東
市
武

蔵
町
糸
原
千
六
十
七
番
地
の
末
清
弘
己
ほ
か
十
七
名
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定

し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
七
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
東
市
国

東
町
富
来
二
千
四
百
二
十
一
番
地
三
の
上
野
幸
男
ほ
か
十
七
名
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適

当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
危
険
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

（
た
め
池
整
備
）

寛
政
池
地
区

平
二
九
・

一
・
三
一
か
ら

平
二
九
・

二
・
二
〇
ま
で

国
東
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
危
険
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

（
た
め
池
整
備
）

園
田
尻
池
地

区

平
二
九
・

一
・
三
一
か
ら

平
二
九
・

二
・
二
〇
ま
で

国
東
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
危
険
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

（
た
め
池
整
備
）

藤
ヶ
谷
池
地

区

平
二
九
・

一
・
三
一
か
ら

平
二
九
・

二
・
二
〇
ま
で

国
東
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

（
た
め
池
整
備
）

小
鹿
倉
溜
池

地
区

平
二
九
・

一
・
三
一
か
ら

平
二
九
・

二
・
二
〇
ま
で

日
出
町
役
場

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
七
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
東
市
安

岐
町
吉
松
二
千
三
百
番
地
の
川
野
利
治
ほ
か
十
六
名
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定

し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
七
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
東
市
長

三
河
明
史
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事

業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
七
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
速
見
郡
日

出
町
大
字
藤
原
六
千
五
百
五
十
五
番
地
一
の
木
付
直
治
ほ
か
三
十
五
名
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申

請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
七
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
森
林
計
画

区
に
つ
い
て
地
域
森
林
計
画
を
立
て
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

公
表
す
る
書
類

大
分
中
部
地
域
森
林
計
画
書
及
び
森
林
計
画
図
（
大
分
市
、
臼
杵
市
、
津
久
見
市
、
竹
田
市
、
豊
後
大

野
市
及
び
由
布
市
）

二

公
表
場
所

大
分
県
農
林
水
産
部
林
務
管
理
課
並
び
に
中
部
振
興
局
農
山
漁
村
振
興
部
及
び
豊
肥
振
興
局
農
山
村
振

興
部

大
分
県
告
示
第
七
十
五
号

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
中
津
吉
富
線

中
津
市
大
字
下
池
永
字
左
矢
ノ
下
六
一
五
番
七
か
ら

中
津
市
大
字
下
池
永
字
葱
手
二
一
一
番
地
先
ま
で

平
二
九
・

一
・
三
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

豊
後
大
野
市
三
重
町
松
尾
字
塚
田
二
六
四
一
番
三
ま

で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
番
号

指

定

位

置

指
定
年
月
日

道
路
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

道
路
の
延
長

メ
ー
ト
ル

日
第
二
八
―

二
号

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
四
日
市

字
井
ノ
尻
一
六
一
番
一

平
二
九
・

一
・
一
二

五
・
〇
〇

三
二
・
〇
〇

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
森
林
計
画

区
に
つ
い
て
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

公
表
す
る
書
類

地
域
森
林
計
画
変
更
計
画
書
（
大
分
南
部
、
大
分
北
部
及
び
大
分
西
部
）

二

公
表
場
所

大
分
県
農
林
水
産
部
林
務
管
理
課
及
び
関
係
振
興
局
農
山
漁
村
振
興
部
又
は
農
山
村
振
興
部

大
分
県
告
示
第
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
七
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

本
則
中
「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第
十
四

条
」
を
「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第
十
三
条
」

に
改
め
る
。

一

指
定
病
院
中

「
タ

キ

オ

保

養

院

〃

大
字
片
島
一
三
五
五

を

山

口

病

院

〃

金
池
町
三
丁
目
四
―
一
五
」

「
タ

キ

オ

保

養

院

〃

大
字
片
島
一
三
五
五
」
に
改
め
る
。

〇
公

告

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
処
分
し

た
。

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
三
重
弥
生
線

豊
後
大
野
市
三
重
町
松
尾
字
塚
田
二
五
八
五
番
三
か

ら

平
二
九
・

一
・
三
一

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
・
公
告
）

五



平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

処
分
を
し
た
年
月
日

別
表
の
と
お
り

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
建
設
業
の
許
可
番
号
及
び
取
消
処

分
に
係
る
建
設
業
の
種
類

別
表
の
と
お
り

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

別
表
に
記
載
さ
れ
た
建
設
業
者
か
ら
、
建
設
業
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
知
事
に
対
し
、

建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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許可の取消処分
年月日

平成２８年９月７日

平成２８年９月８日

平成２８年９月８日

平成２８年９月２８日

平成２８年１０月６日

平成２８年１２月１日

平成２８年１１月２８日

平成２８年１２月１２日

平成２８年１２月１５日

平成２８年１０月５日

平成２８年１０月６日

平成２８年１０月５日

平成２８年１０月２１日

平成２８年１０月２６日

平成２８年１０月２８日

平成２８年１２月５日

平成２８年１２月１５日

平成２８年１２月７日

取消処分に係る
建設業の種類

全 部

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

土木工事業

塗装工事業

しゅんせつ工事業

とび・土工工事業

管工事業

土木工事業

建築工事業

建築工事業

造園工事業

許 可 番 号

大分県知事許可（特－２３）第７３８０号

大分県知事許可（般－２６）第１２２５２号

大分県知事許可（般－２６）第１２９１８号

大分県知事許可（般－２３）第５５２４号

大分県知事許可（般－２６）第７９３４号

大分県知事許可（特－２５）第１３５０４号

大分県知事許可（般－２７）第１６３２号

大分県知事許可（般－２４）第１３４７７号

大分県知事許可（般－２４）第１３４８２号

大分県知事許可（般－２５）第１１０１７号

大分県知事許可（般－２８）第１４０１３号

大分県知事許可（般－２３）第４２２０号

大分県知事許可（特－２８）第１０９１７号

大分県知事許可（般－２７）第１２９５６号

大分県知事許可（般－２４）第１２６８号

大分県知事許可（般－２７）第１５４８号

大分県知事許可（般－２３）第５９２６号

大分県知事許可（般－２７）第３５６７号

主たる営業所の所在地

大分市舞鶴町１－３－１８

宇佐市大字下庄２３７－１

大分市富士見が丘東２－２５－１４

大分市今津留３－１２－１２

大分市大字羽屋１４２－５

大分市大字野津原１６６０

佐伯市蒲江大字西野浦１２４２

大分市大分流通業務団地２－７－８

大分市大字森町８５－２

国東市国東町富来浦１０９２

竹田市久住町大字久住４７５

佐伯市大字長谷６６９８

大分市東春日町１－８

豊後高田市呉崎７５５－４５

国東市国東町鶴川１３５６

佐伯市大字海崎７６－１

大分市大字鴛野８７４

別府市大字鉄輪２９６－５

商号又は名称

株式会社信和産業

有限会社新貝鉄筋興業

株式会社ヤマト興産

北村建設有限会社

有限会社大倉工業

大分デバイステクノロジー株式会社

橋本建設有限会社

九州物流株式会社

よしい塗装芳井将綱

国東グリーン開発株式会社

株式会社田邉興業

有限会社早瀬造園

株式会社大宣

株式会社弘栄

株式会社三浦建設

菅隆建設株式会社

竹豊建設有限会社

有限会社森本建設

別表

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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